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議案第３７号 

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等

の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

令和７年２月１３日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例等

の一部を改正する条例 

（幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正） 

第１条 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例（平成

１２年板橋区条例第３０号）の一部を次のように改正する。 

  第１１条の２（見出しを含む。）中「３歳に満たない」を「小学校

就学の始期に達するまでの」に改める。 

  第１１条の３の見出しを削る。 

  第１７条第１項中「子の看護のための休暇」を「子の看護等のため

の休暇」に改める。 

  第１８条第１項中「定める者」の次に「（第１８条の４第１項にお

いて「配偶者等」という。）」を加える。 

（幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部を改正

する条例の一部改正） 

第２条 幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部

を改正する条例（令和６年板橋区条例第６７号）の一部を次のように

改正する。 

  第１８条の２の次に１条を加える改正規定を次のように改める。 

   第１８条の２の次に次の３条を加える。 

  （子育て部分休暇） 

第１８条の３ 教育委員会は、職員（育児短時間勤務職員等を除く。）

が満６歳に達する日の翌日以後の最初の４月１日から満１２歳に 
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達する日以後の最初の３月３１日までの間にある当該職員の子（

地方公務員の育児休業等に関する法律第２条第１項に規定する子

をいう。）を養育するため、１日の勤務時間の一部につき勤務し

ないことが相当であると認められる場合における休暇として、子

育て部分休暇を承認するものとする。 

２ 子育て部分休暇に関しその期間その他の必要な事項は、人事委

員会の承認を得て、教育委員会規則で定める。 

（配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員に対する意向確認

等） 

第１８条の４ 教育委員会は、職員が配偶者等が当該職員の介護を

必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対し

て、仕事と介護との両立に資するものとして教育委員会規則で定

める制度又は措置（以下この条及び次条において「介護両立支援

制度等」という。）その他の教育委員会規則で定める事項を知ら

せるとともに、介護両立支援制度等の請求、申告又は申請（次条

において「請求等」という。）に係る当該職員の意向を確認する

ための面談その他の教育委員会規則で定める措置を講じなければ

ならない。 

２ 教育委員会は、職員に対して、当該職員が４０歳に達した日の

属する年度（４月１日から翌年の３月３１日までをいう。）にお

いて、前項に規定する事項を知らせなければならない。 

（勤務環境の整備に関する措置） 

第１８条の５ 教育委員会は、介護両立支援制度等の請求等が円滑

に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければなら

ない。 

   ⑴ 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施 

   ⑵ 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備 

   ⑶ 前２号に掲げる措置のほか、教育委員会規則で定める介護両

立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置 
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付 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、第２条及び

次項の規定は、公布の日から施行する。 

（施行前の準備） 

２ 第１条の規定による改正後の幼稚園教育職員の勤務時間、休日、休

暇等に関する条例第１１条の２第１項の規定による超過勤務の制限に

係る請求（３歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するた

めに行うものに限る。）は、この条例の施行の日前においても行うこ

とができる。 

 

（提案理由） 

 子の育児を行う幼稚園教育職員の超過勤務の制限に係る子の対象年齢

を改め、介護両立支援制度等の請求等に係る規定を加える等するほか、

所要の規定整備をする必要がある。 

 


